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国
内
に
居
住
す
る　

歳
以
上

２０

　

歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金

６０に
加
入
し
、
国
民
年
金
の
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
、　
２０

歳
到
達
時
に
日
本
年
金
機
構
か

ら
案
内
通
知
が
届
き
ま
す
（
外

国
籍
の
方
は
２
〜
３
カ
月
程
遅

れ
て
通
知
）
。
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
で
、老
後
を
支
え
る「
老

齢
年
金
」
、
病
気
や
け
が
で
障

が
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
の「
障

害
年
金
」
、
加
入
者
が
亡
く
な

っ
た
場
合
に
子
や
配
偶
者
を
対

象
と
し
た
「
遺
族
年
金
」
を
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
平
成　

年
度
国
民
年
金
保
険

３０

料
（
第
１
号
被
保
険
者
）　

月
額
１
万
６
３
４
０
円

○
問
い
合
わ
せ
先　

▽
ね
ん
き

ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

1
０

５
７
０
（
０
０
３
）
０
０
４

（
繋
が
ら
な
い
場
合
は
1
０

３
（
６
６
３
０
）２
５
２
５
）

▽
厚
木
年
金
事
務
所　

1
０

４
６
（
２
２
３
）
７
１
７
１

保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
場
合

　

保
険
料
の
支
払
い
が
困
難
な

場
合
は
、
学
生
納
付
特
例
制
度

や
納
付
猶
予
制
度
な
ど
の
猶
予

制
度
を
利
用
し
、未
納
を
防
ぎ
、

年
金
の
受
給
要
件
を
満
た
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
担
当
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
申
請
方
法　

市
役
所
１
階
国

保
年
金
課
ま
た
は
年
金
事
務

所
で
配
布
す
る
申
請
書
に
必

要
事
項
を
明
記
し
、
年
金
事

務
所
ま
た
は
担
当
へ

◆
学
生
納
付
特
例
制
度

　

大
学
、
短
期
大
学
、
専
修
学

校
、
そ
の
他
の
教
育
施
設
な
ど

の
在
学
期
間
中
に
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

○
対　

象　
　

歳
以
上
の
学
生

２０

で
、
本
人
の
前
年
所
得
が
１

１
８
万
円
以
下
の
方

◆
納
付
猶
予

　

収
入
減
少
や
失
業
な
ど
の
理

由
で
保
険
料
の
納
付
が
難
し
い

と
き
に
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

○
対　

象　
　

歳
未
満
の
次
の

５０

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

　●
 

申
請
者
本
人
・
配
偶
者
の

前
年
所
得
が　

万
円
以
下
の

５７

方

　

　●
 

失
業
、
倒
産
、
事
業
の
廃

止
、
天
災
な
ど
に
あ
っ
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
方

　

　●
 

前
年
所
得
が
１
２
５
万
円

以
下
の
障
が
い
者
ま
た
は
寡

婦
◆
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
の
追
納

　

将
来
受
け
取
る
年
金
額
の
減

少
を
防
ぐ
た
め
、　

年
以
内
の

１０

保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

す
る
制
度
で
す
（
保
険
料
が
加

算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

　上下水道局庁舎の新設に伴い、市役所１・２
階の配置を右図の通り変更します（他階に変更
はありません）。
　１階は、市民の利用が多い健康・福祉関係部
署のスペースを拡充し、利便性の向上と業務の
円滑化を図りました。また、２階は、子育て関
係部署の整理とスペース拡充を行い、子育てに
関する施策の充実・円滑化を図りました。
　１階は４月１６日（月）から、２階は４月９日
（月）から配置を変更します。
　なお、電話・ファクス番号に変更はありませ
ん。
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市役所１・２階案内図
１階は４月１６日（月）から
２階は４月９日（月）から
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